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条例等審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和３年９月１５日（水） 

午前 ９時５８分  開 会 

午前１１時０８分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  小比類巻 孝幸   副委員長  田 嶋 孝 安 

委  員  久保田 隆 二   委  員  奥 本 菜保巳 

委  員  加 澤   明   委  員  西 村 盛 男 

委  員  春 日 洋 子   委  員  森   三 郎 

副 議 長  瀬 崎 雅 弘 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．傍聴議員   なし 

 

６．説 明 員   副市長 ほか 

 

７．事務局職員   次  長  中野渡 孝 英   主  査  白 銀 壮太郎 

 

８．案  件   議案第５５号から議案第６４号までの計１０件 

 

９．会議概要 

小比類巻委員長：それでは、全員そろっておりますので、定刻よりも早いですが始めさせ

ていただきます。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、条例等審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る９月１０日の本会議において、議案第５５号から議案第６４号まで

の計１０件が付託されています。 

 議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堀委員長：御異議なしと認めます。 

 それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

 なお、質疑は、一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第５５条三沢市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とい
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たします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第５５号三沢市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

 この議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の改正に伴い、情報提供等記録を訂正した場合の通知先を改めるとともに、所要の改正を

行うため提案するものであります。 

 議案書の１０ページをご覧いただきたいと思います。 

 第３０条の改正は、情報提供等記録を訂正した場合の通知先のうち、総務大臣とされて

いるものを内閣総理大臣に改め、そのほかは法改正による条ずれを改めるものです。 

 附則につきましては、施行日を公布の日からとするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

春日委員：一つだけお聞きしたいと思います。こちらの提案理由でありますけれども、通

知先を改める、こちらは次のページにございますとおり、総務大臣を内閣総理大臣という

受け止めでよろしいでしょうか。 

田中総務部参事兼総務課長：お答え申し上げます。 

 総務部長から説明のあったとおり、総務大臣から内閣総理大臣へ変更するものでござい

ます。 

 以上です。 

春日委員：次の質問でありますけれども、次に所要の改正を行うため提案するものである

としてございます。参考に、この所要の改正とはどのようなものなのか、お知らせいただ

きたいと思います。 

田中総務部参事兼総務課長：お答え申し上げます。 

 ここの所要の改正というのが、情報提供記録というものがございます。これは各自治体

間で、例えばＡ市から三沢市のほうにこういった情報が欲しいといった場合に、それを返

してやるのですけれども、このネットワークシステムというのが国のサーバーを使ってい

るのですけれども、この通知を送った際に誤りがあった場合に総務大臣から内閣総理大臣

に変更するというような中身でございます。 

 以上です。 

春日委員：ありがとうございます。以上です。 

小比類巻委員長：そのほか、ございませんか。 

奥本委員：行政手続における特定の個人を識別するための番号ってマイナンバーだと思う

のですけれども、今三沢の状況はどのようになっているのか教えていただけますか。加入

手続。 

田中総務部参事兼総務課長：ちょっと担当課が違うものですから、ちょっと調べまして、

後ほどお知らせしたいと思います。 

 以上です。 

小比類巻委員長：そのほか、ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５５号三沢市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５６号行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定についてを議題とします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第５６号三沢市行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、行政手続における事務の効率化並びに市民等の負担軽減及び利便性の向上

を図ることを目的として押印を不要とするため提案するものであります。 

 議案書の１２ページから１３ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１条の改正は、固定資産評価審査委員会条例において規定されている審査申出書の押

印及び口述書の署名押印を不要とする改正をするものであります。 

 第２条の改正は、職員の服務の宣誓に関する条例において規定されている宣誓書への署

名押印を不要とする改正及び様式名の変更等、所要の改正をするものであります。 

 第３条の改正は、特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例にお

いて規定されている災害による市税の減免申請書への押印を不要とする改正及び様式名の

変更等、所要の改正をするものであります。 

 第４条の改正は、三沢市災害救護条例において規定されている災害救助申請書及び罹災

証明書への押印を不要とする改正及び様式名の変更等、所要の改正をするものでありま

す。 

 附則第１項につきましては、施行日を公布の日からとするものであります。 

 附則第２項につきましては、この条例が施行された際に改正前の特別災害による被害者

に対する市税減免の特別措置に関する条例及び三沢市災害救護条例の規定により作成され

ている様式については改正後の条例の様式とみなす経過措置を設けるものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

春日委員：ただいまの総務部長からの御説明で、今般の押印の見直しに伴う具体なものに

ついては承知いたしました。今般のこの議案書配付になったときに、イメージとしては行

政手続全般における押印の廃止なのかなと、今そういう思いに至ったところです。今般、

具体なことは承知いたしました。 
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 今後も、この押印の廃止という、行政全般ということでありますけれども、これについ

ては、今後三沢市としてはどのような検討状況に進めていかれるのかということを今の時

点でお分かりになる範囲でお聞かせいただければと思います。 

田中総務部参事兼総務課長：お答え申し上げます。 

 この押印廃止につきましては、昨年度から取組を行っておりますけれども、今般この条

例の中での改正ということで四つほど上げさせていただきました。 

 今後は規則、大体３６０ほどあるのですけれども、この規則を９月中に一括で改正する

規則ということで定めて、一括で廃止をする予定となっております。その後、条例、規

則、規程、要綱とあるのですけれども、規程以下につきましても大体２７０前後ございま

すので、これをその後規則が廃止したあとに制定をしまして、最終的には今年度内に全て

を廃止する予定でございます。 

 なお、廃止を行う際には住民のほうにも周知徹底をしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

春日委員：ありがとうございました。以上です。 

小比類巻委員長：そのほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５６号行政手続における押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条

例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５７号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改定する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第５７号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、国の基準の改正に伴い、家庭的保育事業者等が連携協力を行う事業所を加

えるとともに、手続等に係る電磁的記録等に関する規定を設けるため提案するものであり

ます。 

 議案書の１６ページから１７ページをご覧いただきたいと思います。 

 目次の改正は、第５章の次に新たに第６章雑則を加えるものであります。 

 第６条の改正は、家庭的保育事業者等は保育の提供の終了後の受入先として、国家戦略

特別区域法に規定する小規模保育事業所を加えるものです。 
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 第４９条は、家庭的保育事業者等が書面で行うと規定されている、または想定される記

録作成等の業務について電磁的記録により行うことができる旨の規定を新設するものであ

ります。 

 附則につきましては、施行日を公布の日からとするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

奥本委員：国の基準に従いということなのですけれども、この三沢では家庭的保育事業者

というのは、これはどのくらいあるのでしょうか。分かりましたら教えてください。 

長根子育て支援課長：三沢市での家庭的保育事業者についての御質問かと思いますが、具

体的に家庭的保育事業者というのは今のところございません。ただ、こちらの条例を適用

する事業所内保育事業所というところは１箇所ございます。 

 以上でございます。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 今の現時点ではないということだったのですが、１箇所、現にある、認定保育所内にあ

るということなのですか。ということで違いますか。そこで、今この電磁的記録等にとい

うことになると、それは具体的にどういう内容になるのでしょうか。 

長根子育て支援課長：今まで保育の入所手続等は全て書面での申請を行っておりました。

今後につきましては、こういった書面を電子化いたしまして、例えばメールでのやり取り

であったりとか、身分証明書としてよく使われる免許証であったり、そういったものをス

キャンしてＰＤＦで送ってもらうというような形になる予定となっております。 

 以上です。 

奥本委員：そうしますと、その設備等に係る費用というのは、それは事業者側が負担す

る、今ある設備でできる事業なのか、それとも新たにそういった設備を整えなければなら

ない事業なのかというのをちょっとお聞かせいただけますか。 

長根子育て支援課長：こちらの電子化のほうなのですが、あくまで保護者が希望した場

合。保護者にそういう環境がなければこれまでどおりの書面でのやり取りでも何ら差し支

えございませんので、事業所側はある程度そういった設備というのは整ってきてはおりま

す。ただ、保護者側がまだそういった環境がないといった場合には書面でのやり取りでも

構わないというものでございます。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５７号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５８号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第５８号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、国の基準の改正に伴い、特定教育・保育施設等が連携協力を行う事業所を

加えるとともに、手続等に係る電磁的記録等に関する規定を改めるため提案するものであ

ります。 

 議案書の２０ページから２３ページをご覧いただきたいと思います。 

 目次の改正は、第２章の次に新たに第３章雑則を加えるものです。 

 第４２条の改正は、満３歳未満までの子供が対象である特定地域型保育事業の保育の提

供の終了後の受入先として、国家戦略特別区域法に規定する小規模保育事業所を加えるも

のです。 

 次に、第６２条は、特定教育・保育施設等が書面で行うと規定されている、または想定

される記録作成等の業務について、申出がない場合でも電磁的記録により行うことができ

る旨の規定を新設するものであります。 

 附則につきましては、施行日を公布の日からとするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

春日委員：参考にお聞かせいただきたいと思います。先ほどは家庭的保育事業については

市内１箇所ということを承知しました。この特定地域型保育事業に関してでございますけ

れども、参考にお聞かせいただきたいと思います。この家庭的保育事業、また小規模保育

事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業とございますけれども、家庭的保育事業以

外の、今申し上げた三つの事業については、三沢市では現在行われているのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

長根子育て支援課長：ただいま質問のありました家庭的保育事業以外の三つの事業でござ

いますが、事業所内保育というものを行っている施設が、認定とそれから認可外と二つご

ざいます。それ以外の小規模保育と言われるものなのですが、総称して小規模保育という

形になっています。こういった事業所内保育であったり、家庭内保育等を含めて小規模保

育というような表現を使っておりまして、ですので事業所内保育が市内には２箇所ありま

して、１箇所は認可の施設、もう１箇所は認可外の施設ということになっております。 

 以上でございます。 

春日委員：ありがとうございました。 

 もし、差し支えございませんでしたら、この事業所内保育事業、非常に働く、特に子育
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て中の皆様には勤務先に、その事業所内にあるということは非常に安心してお仕事にまた

勤しむことができるだろうと思うわけですけれども、差し支えございませんでしたら、こ

の事業所、どういう事業所なのかお聞きすることはできますでしょうか。 

長根子育て支援課長：まず、認可のほうの施設でございますが、ひばり苑こどもセンター

です。こちらが行っております。認可外のほうでいきますと、ピッコロ保育園、こちらは

中央町にあります東條デンタルクリニックの裏といえば分かりますでしょうか。そちらに

あります施設になります。こちらは認可外でございますが、以上二つでございます。 

春日委員：ありがとうございました。 

 ひばり苑のこどもセンターなのですね。非常に病後児保育も兼ねていらっしゃるので、

非常にいい施設だ、もう数年前からですけれども。大体この子供たち、受け入れる定員が

あるかと思いますけれども、それぞれ何名ほど定員になっているでしょうか。 

長根子育て支援課長：いずれの施設も小規模保育事業が基本となっておりまして１９名ま

でとなっておりました。 

 以上でございます。 

春日委員：ありがとうございました。以上です。 

小比類巻委員長：その他、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５８号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５９号三沢市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第５９号三沢市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

 この議案は、本市産業のさらなる振興と集積を図ることを目的として、立地する企業へ

の支援制度を拡充するため提案するものであります。 

 議案書の２６ページから２８ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２条第１０号の改正は、奨励金対象従業員の要件について、これまで基準日において

雇用期間が３か月以上であり、かつ市民である期間が６か月以上であることと規定してお

りましたが、移住・定住の促進を図ることを目的として、基準日において雇用期間、市民
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である期間ともに３か月以上であることに改めるものです。 

 次に、別表第１の改正は、認定企業とできる業種について、現行の製造業のほか、物流

関連産業及び研究関連産業を追加するとともに、情報通信関連産業の要件を現行の対象従

業員数２０人から５人に改めることにより、対象要件の緩和を図るものであります。 

 別表第２第１号の表の改正は、立地促進奨励金について情報通信関連産業の賃借料に共

益費を追加し、交付額の上限を現行の１,０００万円から１,８００万円に引き上げ、立地

する際の工場に係るオフィスの整備に要する費用の２５％、上限１,０００万円の交付が

できるように改めるものであります。 

 別表第２第２号の表の改正は、雇用促進奨励金について情報通信関連産業の対象人員を

２０人から５人に引き下げ、各業種共に交付額を一人当たり３０万円に引き上げるもので

あります。 

 附則第１項につきましては、施行日を公布の日とするものであります。 

 附則第２項につきましては、当該条例の施行の日以後に認定企業となった企業は新条例

の規定を、当日前に認定企業となった企業は従前の規定を適用する経過措置を規定したも

のであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５９号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５９号三沢市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６０号財産の取得についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第６０号財産の取得について御説明申し上げます。 

 この議案は、ロータリー除雪車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

 議案書の３０ページをご覧いただきたいと思います。 

 契約の方法は、一般競争入札であります。 

 契約の内容として、冬期間市内道路を迅速かつ効率的に除排雪し、交通の安全を確保す

るため、ロータリー除雪車を取得するものであります。 

 取得金額は、４,６５３万円。 

 契約の相手方は、十和田市大字三本木字稲吉１３番地５２、株式会社青工十和田支店、
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支店長馬渕充であります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

加澤委員：今、目的言われていましたけれども、できればここの目的に至るまでの経緯を

説明していただきたいのですけれども。これ、財産の取得について何点か続きますので、

できれば財産の取得に関しては経緯、説明していただければ非常に目的が理解しやすくな

るので、何とか委員長、その辺もお願いいたします。 

河村土木課課長補佐：御質問にお答えいたします。 

 市では、現在ロータリー除雪車を３台保有しております。このロータリー除雪車につき

ましては、規格が歩道用の規格ということになっております。昨年、令和２年度シーズン

なのですけれども、大雪が降りまして、その中で排雪の必要というものが出てきましたも

のですから、こういった歩道用の規格のロータリー車を持ちまして排雪等に当たったもの

であります。 

 ただし、やはり幹線道路、そういったところにおきましては能力不足というものが見受

けられたものですから、車道用の規格の除雪車を購入して、またこのような大雪が降った

際には万全の体制を備えたいと考えたものでございます。 

 以上でございます。 

加澤委員：説明ありがとうございます。 

 以前にも直近で除雪車購入されたと思うのです。今も近年大雪がありまして、非常に市

民のほうからも問題点を指摘されて、こういう解決策として入れたと思うのですけれど

も、実際、これを動かす、オペレータというのですか、そういう人員体制というのは十分

充足できるのでしょうか。逆にそういうのを入れたらどれくらいオペレータがいるのか、

知らせていただければと思います。 

河村土木課課長補佐：御質問にお答えいたします。 

 ロータリー除雪車の運転につきましては、土木課の職員、それから作業員にも３名程度

運転できる者がおります。また、管財課の職員にも数名運転できる職員がおります。 

 以上でございます。 

加澤委員：思ったより資格持った方がいるのだなと思いながら驚いております。 

 それでは、私もいろいろ資格持っているのがあるのですけれども、使わなければ技術が

どんどんどんどん落ち込んでいくというパターンがありますので、なかなか役所の職員の

方も専門で動いているわけではないので、その辺きちんと安全に留意して使用していただ

ければと思います。 

 以上です。 

小比類巻委員長：そのほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 
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 採決します。 

 議案第６０号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６０号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第６１号財産の取得についてを議題といたします。 

 当局の説明を願いますが、先ほど加澤委員から申出がありましたとおり、経緯の説明も

しての説明をお願いいたします。 

山﨑総務部長：議案第６１号財産の取得について御説明申し上げます。 

 この議案は、水槽付消防ポンプ自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

 議案書の３２ページをご覧いただきたいと思います。 

 契約の方法は、一般競争入札であります。 

 契約の主な内容として、整備後１８年経過した現車両を更新整備することにより、消火

活動に万全を期するものであります。 

 取得金額は、８,３７１万円。 

 契約の相手方は、青森市栄町１丁目１２番１号、有限会社丸栄消機、代表取締役天内幹

夫であります。 

 契約の経緯につきまして、次、消防本部総務課長から説明させたいと思います。 

 私から、以上、よろしくお願い申し上げます。 

門上消防本部総務課長：それでは、購入に当たった経緯を御説明いたします。３点ほど続

くので。 

 消防車両の更新につきましては、消防ポンプ自動車及び水槽ポンプ自動車は約２０年、

高規格救急自動車は１０年の更新を目標としております。ただし、使用頻度や経年劣化等

を総合的に判断して決定しているものであります。 

 この議案の水槽付ポンプ自動車ですが、配備場所は三沢市消防署中央分署に配備してあ

るものです。現車両が整備後、更新の時期ですと１９年を経過して老朽化した車体及びポ

ンプの主要装置の故障や性能低下などが見受けられることから、更新整備し万全な消防体

制を確立するものであります。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

奥本委員：それでは、質問させていただきたいと思います。 

 私の場合は、この入札方式についてお伺いしたいので、議案第６１号から６４号財産の

取得についてと、中に全て関わるところなのですが、以前こういう消防車両等、特殊な物

であるので、それを扱う業者というのは限られているということで、ずっと指名競争入札

だったのです。私の記憶ではずっと以前は、ずっと前になるのかもしれませんけれども。

今回、これ全部見ると一般競争入札になっているのです。その辺はどのようなあれがある

のでしょうか。 



- 11 - 

角管財課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず、当市では制定している三沢市一般競争入札事務取扱要綱により、本案件のような

２,０００万円を超える高額な物品購入については一般競争入札方式で実施できることと

しております。 

 以前は金額要件に関係なく、物品の買い売りについては指名競争入札で実施しておりま

したが、一般入札の拡大と透明性、競争性を目的に、平成２３年に制定した要領を平成２

７年７月に改正を行い、それまで建設工事だったり建設関連の業務において一般競争入札

をしていたのに加え、物品の買い売りについても一般競争入札で採用できることといたし

ました。 

 そのようなことから、それ以降２,０００万円以上の物品の買い売りの入札については

一般競争入札で実施しておりますが、明らかにその当時、履行可能な業者が２社しかない

場合、そういった場合は指名競争により実施した例もあります。現在は２社であっても透

明性の観点から一般競争入札としております。 

 以上でございます。 

奥本委員：透明性という部分でも、税金ですので使われ方としてもやはり一般競争入札と

いうのが本当に今適格な落札、入札の在り方だと私も思っています。 

 この中で、価格競争方式とか総合評価落札方式とか様々あるのですが、この物品に関し

ては、これは業者を選定するに当たっては、これはどのような関わりになるのでしょう

か。 

角管財課長：業者の選定についてでありますが、毎年市内業者、２年に一度の市外業者の

改正、定期的に業者の指名の登録名簿改正があります。そのときにこの物品の購入ができ

るかどうかというのも確認して、また希望する業者があればその辺を見て業者選定してお

ります。 

 以上でございます。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 今回の財産の取得についてなのですけれども、落札率というか、この参加した業者、何

社あって、それから落札率はどのくらいだったのかというのを教えていただけますか。 

角管財課長：今回の５件、今ありますが、全部５件の落札率でよろしいでしょうか。 

奥本委員：はい。 

角管財課長：まず、予定価格は公表しておりませんので、おおよそということでよろしい

でしょうか。 

奥本委員：はい。 

角管財課長：ロータリー除雪車につきましては９３％、参加業者数は２社。水槽付ポンプ

自動車につきましては、落札率９７％、参加業者は３社。消防ポンプ自動車につきまして

は９７％、参加業者につきましては３社。高規格救急自動車は落札率８０％、参加業者は

２社。高度救命処置用資機材等の購入については落札率が９０％、参加業者は２社となっ

ております。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございませんか。 
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春日委員：私は消防業務について参考にお聞かせいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 昨今、非常に春先、原野火災が多く発生していました。直近で原野火災また住宅火災に

おいて出動されたおおよその件数はどの程度ございましたでしょうか。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 今年度の火災件数ですが８件、住宅火災が３件、非住家火災が、荒野とか非住家と呼ん

でいるのですけれども４件、車両火災は１件でございます。 

 春先の、いわゆる北部地区の原野火災ですが、ここ２年ほどは住民への周知や広報活動

などして大きな火災はありません。 

 以上でございます。 

春日委員：努力が、効果が上がっているということで非常にありがたく思います。 

 そこで、ちょっと参考にお聞きしたいのですけれども、火災件数がゼロではないという

ことから、消防士の皆様がそういう業務に当たっているときに何かけがを負ったとか、ま

た危険な状況とか、そういうことは本市の消防本部の職員の皆様にはそういう事例という

ものはこれまであったでしょうか。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 今年度はありませんが、２年ほど前に火災現場において、ホースがちょっと地上からの

圧力で浮き上がって、それをヘルメットのほうで頭を受傷してけがをしたという事例が、

ここ１０年くらいでその１件が公務災害として１件現場活動でありました。 

 以上でございます。 

春日委員：日頃、鍛錬を重ねていらっしゃると思いますので、本当に尊い任務に当たって

いただいているので、消防士の皆様、健康と無事故であることを願って、参考にお聞きし

ました。ありがとうございます。以上でございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６１号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第６２号財産の取得についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第６２号財産の取得について御説明申し上げます。 

 この議案は、消防ポンプ自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の
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取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

 議案書の３４ページをご覧いただきたいと思います。 

 契約の方法は、一般競争入札であります。 

 契約の内容として、整備後２７年を経過した現車両を更新整備することにより、消火活

動に万全を期するものであります。 

 取得金額は、２,２６６万円。 

 契約の相手方は、青森市栄町１丁目１２番１号、有限会社丸栄消機、代表取締役天内幹

夫であります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

門上消防本部総務課長：それでは、消防ポンプ自動車の購入理由を説明したいと思いま

す。 

 配備場所は、三沢市消防団第７分団薬師地区でございます。 

 現車両は整備後２７年を経過したことで老朽化した車体及びポンプなどの主要装置の故

障や性能低下が見受けられております。消防団はご承知のとおり、地域防災のリーダーと

して市民の安心と安全を守るため重要な役割を担っていることから更新整備し、災害発生

時の不安を解消するものであります。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

春日委員：すみません。この機会を捉えて、何度もすみません。 

 ただいまのこの第７分団薬師町でございますけれども、市全体で消防団員、充足はまだ

満たしておりませんけれども、それぞれの分団、分かればでよろしいのですけれども、全

体の人数は示されておりますけれども、各分団でこの１からありますけれども、分団ごと

の定数と言っていいのでしょうか、その人数が満たされている、それぞれ定数があって満

たされているというような、そういう受け止めでよろしいでしょうか。それについてお答

えできれば、ちょっと参考にお聞きしたいと思っておりました。 

門上消防本部総務課長：現在の消防団員数の定数を満たしているかということでよろしい

でしょうか。 

春日委員：はい。 

門上消防本部総務課長：ちょっと担当課ではないので、ちょっとお調べして、後ほどお知

らせしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

春日委員：ちょっと質問の仕方がしどろもどろで失礼しました。 

 分団ごとに定数が決まっているのかなという思いに至ったところでした。すみません。

質問の仕方がよくなかったです。 

門上消防本部総務課長：消防団条例で分団ごとに地域の消防団員数は定められておりま

す。 

 以上でございます。 

春日委員：承知しました。ありがとうございます。 

 それぞれの分団が満たされているところもあれば、そうではないところもある、様々地

域差によるということも思っておりましたけれども、ちょっとその点について後ほどまた
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伺ってお聞きしたいと思っておりますので、ありがとうございます。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございますか。 

加澤委員：今、前段もそうなのですけれども、消防車の購入、ほとんど老朽化、年数が

たっているということで更新という形の説明がありました。これ、今後も恐らく各分団、

それから消防分署のほうも含めて、例えば直近更新していかなければならない台数がどれ

くらいあるのか、把握していたら教えていただきたいと思います。 

門上消防本部総務課長：本部には、消防団には三沢市で全１７分団にまず消防ポンプ自動

車、小型動力ポンプ積載車があって、消防団本部には指揮車１台、１８台でございます。

常備消防、我々消防本部のほうでは２３台ありますので、財政当局と協議しながら、この

ように１年で何台もいくときもあるのですけれども、更新計画を立てて、なるべく毎年１

台、２台という形でやっていきたいと考えております。 

 今の消防団の車も２７年ということで、なかなか消防車高額であるので、維持管理も消

防団にもしっかりしてもらっていまして、過去であれば２０年くらいで替えていたのです

けれども、いくらでも延命したり、あとは計画的な整備に努めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

加澤委員：恐らく今後、予算なかなか厳しい中、消防車だけでなく、いろいろな、後段で

救急車も出てきますけれども、非常に高額な物なので、逆に言えばきちんと計画も立て

て、順次改正して、業務に支障がないように進めていただきたいと思います。 

小比類巻委員長：そのほか、ございますか。 

奥本委員：すみません。消防関係のこのような消防車関係、本当に命に関わる大切なこと

ですので、ここはけちってはいけないなと私は思っています。これは廃車になった場合、

廃車といっていいのでしょうか、なった場合に、あとはこれはどのような処理になるので

しょうか。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず、消防団の消防ポンプ自動車は、２７年経過しているので廃車といたします。   

水槽付消防ポンプ自動車ですが、こちらは非常用消防自動車としてまだ今後活用する予定

でございます。非常用消防自動車というのは、三沢市に２台ありまして、この１台、今あ

る非常用消防自動車が３０年くらい経過しているので、そちらを廃車にして、今更新され

る車両は非常用消防自動車にいくということになります。 

 非常用消防自動車というのはお聞き慣れしていないと思うので説明したいと思います

が、位置づけとしましては大規模な火災や台風の自然発生時のように、通常の消防力で対

応が困難な災害が発生した場合によって、時間外の職員を招集するとともに非常用消防自

動車に搭乗させて消防力を一時的に増強して災害業務に当たるためなので、こういう非常

用消防自動車を国の基準に定めて三沢市では２台持っています。さらに通常動く消防自動

車が故障した場合や車両の点検整備などに使用する予備のための消防車として非常用消防

車という物になっているので、今回の前議案の水槽付きについては非常用消防自動車とし

て活用していくこととなります。 
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 以上でございます。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 様々努力されているのかなと思います。それで、なぜこの質問したかといいますと、私

の友人の子供さんが小さいときに、そのほかもそうなのですが、すごい消防車が大好き

で、走っていると、消防車が出ると走っていくのです。本当に憧れていて、そういうふう

な子供さんたちの夢といいますか、消防、そういうことに関して関心を持っていただくと

いう部分でも、そういう必要がなくなった消防車の展示とか、そういったことも無駄にし

ないためにもいいのではないかなと、ちょっと考えもありました。本当に子供さんが大好

きな消防の、消防隊員の方にも憧れているというようなお話も聞いたことありますし、そ

ういう部分で防災に関しても関心を持っていただけると、小さい頃から、そういったこと

も含めて、今後また検討していただければと思います。 

 以上です。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 平成４年に幼年消防クラブ３団体の保育所に防火思想の普及啓発を目的として廃車に

なった消防自動車を寄贈したことがございます。現在は消防車両が大型化していて、置き

場所に苦慮すること、あとは雨ざらしにすると、やはりもう２０年たっているので、さび

たりして、維持管理が困難だという御意見をいただいております。なので、現在は消防訓

練時に消防車両を持っていって展示をしたり、希望があれば、消防車の絵を描きたいとい

えば消防車が出向したり、救急フェアなどで展示をしているところであります。展示を希

望する団体があった場合は、その都度検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６２号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６２号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第６３号財産の取得についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第６３号財産の取得について御説明申し上げます。 

 この議案は、高規格救急自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

 議案書の３６ページをご覧いただきたいと思います。 
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 契約の方法は、一般競争入札であります。 

 契約の内容として、整備後９年経過した現車両を更新整備することにより、救急活動に

万全を期するものであります 

 取得金額は、２,０５７万円。 

 契約の相手方は、三沢市南町１丁目３１番３６４８号、青森日産自動車株式会社三沢

店、店長川村健治であります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

門上消防本部総務課長：それでは、購入に至った経緯をお話したいと思います。 

 配備場所は、三沢市消防署古間木出張所となります。 

 現在の車両は、整備後９年が経過しており、長距離搬送や悪路走行など、厳しい条件で

の使用が多く、走行距離は８万キロを超えております。また、経年劣化により車体及び電

気系の故障も発生しており、救急活動体制の強化を図るため更新整備するものでありま

す。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

春日委員：一頃、この救急車の要請については不要な救急搬送で多忙を極めるという話題

がございましたけれども、それについても消防本部としては様々周知を図る、チラシ等、

市民へのまた呼びかけを重ねていらしたと思いますけれども、最近ではこの不要と思われ

る救急出動、依頼ですけれども、そういう要請に関してはどのような状況でございます

か。参考にお聞かせいただきたいと思います。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 救急搬送ですが、不要なとはなかなか我々判断できないで、軽症という形でいえば以前

と変わらない、約６割程度の搬送があります。ただ、高齢化や、このような状況の中、救

急件数は平成２９年が１,５４５件、平成３０年度が１,５７２件、令和元年度が１,５４

８件、昨年度が１,４８９件と、全国的に増えている中、下げ止まりというか、この辺で

終わっているというのは適切な救急搬送をお願いしているという、広報誌であったり、そ

のような活動が実って爆発的に増えていないと認識しております。 

 以上でございます。 

春日委員：ありがとうございました。 

 介護福祉課のほうで、独り暮らしの高齢者の方に救急キット、救急救命キット、正しく

は、例えばお独り暮らしの方、倒れていた、この方が持病があるか、どういうお薬をいつ

も飲んでいるか、全国統一で冷蔵庫のドアを開ければそこにあるという、そういう取組を

三沢市でも実施していただいておりますけれども、これについての、もちろん福祉と消防

本部で連携はなされているものと思いますけれども、これらの活用またそれで非常に搬送

に役立ったとか、そういう事例は把握できていますか、ありますでしょうか。 

門上消防本部総務課長：ちょっと担当外ですので、大変申し訳ありません。事例があった

かどうかはお調べして後ほど、よろしいですか。ただ、お薬手帳でそのような現場での活

動というのは、傷病者とか家族と従来、従来というのでしょうか、数十年前よりは円滑に

情報共有などがされていると認識しております。 
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 以上でございます。 

春日委員：すみません。この際、何でも聞いてしまって申し訳ございません。 

 先立って、たまたま知り合いのお宅で救急搬送お願いしたときですけれども、素人で申

し訳ない、質問が何か非常に低い質問かもしれませんけれども、救急車を要請したとき

に、一見消防車かなと思われる物も現場に来ていただいたのですけれども、このときの、

その場に一緒に連なって現場に救急搬送に一緒に来るというのはどういう立て分けがある

のでしょうか。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 ポンプ自動車が救急車と一緒に出動することを消防本部のほうではＰＡ連携、ポンプと

アンビュランス救急車の連携でということで、先ほど言いました中央分署管内には救急車

がないので、例えばこちらの市役所で急病があったと、普通の急病ではなくて、やはり意

識がない、あとは３階建てで、救急車３人ですので搬送困難な５階建てのホテルとか官舎

とか、そういうものも三沢でございますので、搬送補助という観点が１点と、救急車より

も早く着ける消防車がいるのであればＡＥＤなど持っていって救命処置を行うという観点

から、身体の、命に影響がある場合のことが１点と、搬送補助、救急隊の搬送補助を行う

という意味でのＰＡ連携という形で、消防車もそこですみ分けして消防車が出動、一緒に

しております。 

 以上でございます。 

春日委員：大変ありがとうございました。すみません。この場でいろいろお聞かせいただ

きまして、非常に学びの機会になりました。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございますか。 

加澤委員：これは救急車ですよね。意外と消防車と比べると、年数、距離数、一桁台なの

ですけれども、やはり平均寿命というのか、救急車の、それは大体こんなものなのです

か。たまたま運悪くいいのに当たっていなかったのか、それちょっと教えてください。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 総務省で定めている財産処分年限は、消防車も救急車も５年でございます。都会のほう

の救急出動が多いところは５年、６年でやはり更新しています。我々のほうも更新計画を

立てる際に高額ではあるのですけれども、救急車の使用頻度、老朽化、あとは次の議案に

ありますけれども、救命資機材というのは年数を持ってもう製造しない部品とかも出てき

ますので、その辺を勘案しながら１０年で更新整備をしたいと思って現在のところ取り組

んでおります。 

 以上でございます。 

加澤委員：５年以上たてば交換できるということなのでしょうけれども、それを９年使っ

たとか、８万キロ使って乗ったとか、逆にそれから見ればすごい乗っているなという気が

いたしました。ただ、消防車と比べると桁違いに違うのでどうかなと思って今聞きまし

た。それと、９年もたちますと救急車、機能、大分新しくなってきていると思うのですけ

れども、旧式の救急車と今の救急車の設備の大きな違いというのは何かあるのですか。特

にこれがグレードアップして、こういうのにも対応できる車両になったとか、何かありま
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すか。もしあるのであれば参考に教えていただきたいと思います。 

門上消防本部総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 今現在で１番変わりあるというのは、コロナ関係で疑われる患者を仕切りのカーテンが

付いたり、あとは救急隊員がすぐ触らないように、いわゆる囲うものがあったり、新しい

資機材としてはコロナ関係とか、あとは心臓マッサージ器とかも新しい物を随時交換され

ていますけれども、救急自動車としては、中身としてはそれほど、車のグレードアップだ

けで、すごく変わったという物はございません。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６３号は、原案のとおり承認すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６３号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第６４号財産の取得についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

山﨑総務部長：議案第６４号財産の取得について御説明申し上げます。 

 この議案は、高度救命処置用資機材等を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

 議案書の３８ページをご覧いただきたいと思います。 

 契約の方法は、一般競争入札であります。 

 契約の内容として、整備後９年経過した高規格救急自動車の更新と併せて整備すること

により、救急活動に万全を期するものであります。 

 取得金額は、１,８５０万２,０００円。 

 契約の相手方は、八戸市大字白銀町字堀ノ内３番地１、株式会社シバタ医理科八戸営業

所、所長乗田通であります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

門上消防本部総務課長：それでは、購入理由について説明したいと思います。 

 配備場所ですが、先ほどの前議案の救急車の中に納める高度救命処置用資機材となりま

す。現在の車両と同じく９年を経過しております。自動体外除細動器ＡＥＤや心電計など

の電子機器については、製造終了による部品供給の提供など、故障した場合の修理が困難

な状態にありますことから、救急活動体制の維持を図るため更新整備するものでありま

す。 
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 高度救命処置用資機材の説明ですが、気道確保用資機材であったり、ビデオ喉頭鏡、あ

とはおなじみであります自動体外除細動器ＡＥＤや輸液用資機材、あとは今コロナでいう

血中酸素飽和度測定器など、このような資機材が該当します。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

加澤委員：これは、要は前段で購入する救急車の中の整備、医療機器の整備ということな

のですけれども、救急車って買ったときにある程度そういう物がついていないのですか。

例えば、ここまではついていて、足りないで、これもつけるのか、全く自動車だけがき

て、後付けで備品をつけているのか、その辺、もし分かるのであれば。 

門上消防本部総務課長：救急自動車と資機材のどこまでということですけれども、救急自

動車はあくまで、この資機材が載るようなボックスとか棚とか、その辺をつくって納める

ので、救急の資機材については医療機器メーカーの方々が納めることになっています。一

括でやる市町村もあるかもしれませんが、やはり別物なので、そこは救急自動車をつくる

ほうと、こういう大きさの機器が載るということを話し合ってもらって、救急隊員が使い

やすいようなレイアウトにするように、すみ分けとしては医療資機材は全て今の議案のほ

うで、車は車で、車と中のボックス関係、いわゆるスコップとかも外にはついているので

すけれども、そういう物に関しては、医療機材は全てこの議案のほうでとなっておりま

す。 

 以上でございます。 

加澤委員：大変勉強になりました。ありがとうございます。救急車買ったら全部ついてい

るのかなと思っていました。意外と、逆に車両って非常に高いなと。俺らにしてみるとワ

ンボックスカー２,０００万円するのかみたいな感じで、大変勉強になりました。ありが

とうございます。 

小比類巻委員長：そのほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６４号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６４号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、条例等審査特別委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１１時０８分 閉会   
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以   上 

 

委 員 長   小比類巻 孝幸   

 


